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羽 生 市 一 般 会 計 予 算 書

令　和　８　年　度
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議 案 第　２　号

令和８年度　羽生市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、２２，３２８，０００千円と定める。

　２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表　歳入歳出予算｣による。

（継続費）

第２条 　地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表　継続費」による。

（債務負担行為）

第３条

による。

（地方債）

第４条

「第４表　地方債」による。

（一時借入金）

第５条

（歳出予算の流用）

第６条

各項の間の流用とする。

令和 ８ 年 ２ 月 ２４ 日　提出

給料、職員手当等及び共済費（報酬に係る共済費を除く）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

　埼玉県羽生市長　　河　田　晃　明　　　

令和８年度　羽生市一般会計予算

　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、｢第３表　債務負担行為｣

　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は､

　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２，５００，０００千円と定める。

　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した
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第１表　歳入歳出予算

　歳　入 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

  1 市税 ８，２１５，０５６

  1 市民税 ３，１０４，６９５

  2 固定資産税 ４，２０７，１４８

  3 軽自動車税 １７６，６５６

  4 市たばこ税 ３６１，４０１

  5 都市計画税 ３５３，６０６

  6 入湯税 １１，５５０

  2 地方譲与税 ２１０，０００

  1 地方揮発油譲与税 ３９，５００

  2 自動車重量譲与税 １６５，０００

  3 森林環境譲与税 ５，５００

  3 利子割交付金 １２，０００

  1 利子割交付金 １２，０００

  4 配当割交付金 ７４，０００

  1 配当割交付金 ７４，０００

  5 株式等譲渡所得割交付金 ７２，０００

  1 株式等譲渡所得割交付金 ７２，０００

  6 法人事業税交付金 １３７，０００

  1 法人事業税交付金 １３７，０００

  7 地方消費税交付金 １，３８１，０００

  1 地方消費税交付金 １，３８１，０００

  8 環境性能割交付金 １，０００

  1 環境性能割交付金 １，０００

  9 地方特例交付金 １０９，０００

  1 地方特例交付金 １０９，０００
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（単位：千円）

款 項 金　　　　　額

 10 地方交付税 ２，２４０，０００

  1 地方交付税 ２，２４０，０００

 11 交通安全対策特別交付金 ６，０００

  1 交通安全対策特別交付金 ６，０００

 12 分担金及び負担金 １０１，１８９

  1 負担金 １０１，１８９

 13 使用料及び手数料 １５５，１３６

  1 使用料 ７５，１５７

  2 手数料 ７９，９７９

 14 国庫支出金 ３，７１３，０８０

  1 国庫負担金 ３，４１０，７７９

  2 国庫補助金 ２８７，８７８

  3 委託金 １４，４２３

 15 県支出金 ２，０９３，８６７

  1 県負担金 １，３６４，０５０

  2 県補助金 ６２１，９３４

  3 委託金 １０７，８８３

 16 財産収入 ４５，８３４

  1 財産運用収入 ４４，３３３

  2 財産売払収入 １，５０１

 17 寄附金 ３８０，１５３

  1 寄附金 ３８０，１５３

 18 繰入金 １，４６０，１７１

  1 基金繰入金 １，４６０，１７１
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（単位：千円）

款 項 金　　　　　額

 19 繰越金 ３５０，０００

  1 繰越金 ３５０，０００

 20 諸収入 ４６８，０１４

  1 延滞金加算金及び過料 ４，０００

  2 市預金利子 ６，９６０

  3 収益事業収入 １１０，０００

  4 貸付金元利収入 １０７，１９５

  5 雑入 ２３９，８５９

 21 市債 １，１０３，５００

  1 市債 １，１０３，５００

歳         入         合         計 ２２，３２８，０００
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　歳　出 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

  1 議会費 １６８，６３５

  1 議会費 １６８，６３５

  2 総務費 ２，６７０，３８４

  1 総務管理費 ２，１３６，５６０

  2 徴税費 ３０４，７１９

  3 戸籍住民基本台帳費 １３９，３２６

  4 選挙費 ５９，３５３

  5 統計調査費 ９，２６８

  6 監査委員費 ２１，１５８

  3 民生費 ９，５５８，９４１

  1 社会福祉費 ４，７５８，９５５

  2 児童福祉費 ３，６９２，２４１

  3 生活保護費 １，１０７，４０３

  4 災害救助費 ３４２

  4 衛生費 １，９６２，５４０

  1 保健衛生費 ４５６，７９４

  2 清掃費 １，５０５，７４６

  5 労働費 ４７，４５０

  1 労働諸費 ４７，４５０

  6 農業費 ３２５，６９１

  1 農業費 ３２５，６９１

  7 商工費 ３４６，２８５

  1 商工費 ３４６，２８５

  8 土木費 ２，１２０，１１５

  1 土木管理費 ７６，２４４
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（単位：千円）

款 項 金　　　　　額

  2 道路橋りょう費 ６７１，２３０

  3 都市計画費 １，３５４，８４８

  4 住宅費 １７，７９３

  9 消防費 ９３７，４５５

  1 消防費 ９３７，４５５

 10 教育費 ２，０５６，０２３

  1 教育総務費 ５４１，１３５

  2 小学校費 ３２２，９４６

  3 中学校費 １６０，３０２

  4 社会教育費 ５４０，９４５

  5 保健体育費 ４９０，６９５

 11 公債費 ２，１０４，４８１

  1 公債費 ２，１０４，４８１

 12 予備費 ３０，０００

  1 予備費 ３０，０００

歳         出         合         計 ２２，３２８，０００
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第 ２ 表　　継　　続　　費

千円 千円

千円 千円

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

２　総務費 １　総務管理費 第７次総合振興計画策定業務 １８，２６０

令和８年度 １１，１２０

令和９年度 ７，１４０

８　土木費 ３　都市計画費
岩 瀬 土 地 区 画 整 理 事 業
調 整 池 築 造 工 事

６６０，０００

令和８年度 ３３０，０００

令和９年度 ３３０，０００
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第 ３ 表　　債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　項 期　　　　　　　間 限　　　　　度　　　　　額

社 会 福 祉 法 人 指 導 監 査 支 援 業 務 委 託
令 ８ 年 度 か ら
令 和 １ ０ 年 度 ま で

２，０１３千円

埼 玉 県 信 用 保 証 協 会 に 対 す る 損 失 補 償 令 和 ８ 年 度 以 降

１市町村制度金融保証取扱要領及び特別小口無担保無保証人保証制度要綱

  に基づく保証債務の履行（以下「代位弁済」という。）によって生じる損失を補償する。

2 前項の損失とは、代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金

  を控除した額の５０％と代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額をいう。

学 習 支 援 ソ フ ト 使 用 料
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 １ ２ 年 度 ま で

７２，７７５千円
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グ ル ー プ ホ ー ム 施 設 整 備 事 業 800

汚 泥 再 生 処 理 セ ン タ ー 整備 事業 55,000

か ん が い 排 水 路 等 整 備 事 業 50,800

国 営 造 成 土 地 改 良 事 業 施設 整備
利 根 中 央 地 区 負 担 金

7,600

道 路 整 備 事 業 311,200

道 路 維 持 修 繕 工 事 事 業 40,000

交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 31,000

岩瀬土地区画整理組合活動支援事業 405,500

道 路 改 良 事 業 6,800

利 根 ヒ ル ズ こ す か 団 地
給 排 水 設 備 等 改 修 工 事 事 業

7,000

消 防 設 備 整 備 事 業 24,000

Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ー ル 構 想 整 備 事 業 111,100

手子林小学校トイレ改修工事事業 5,000

公 民 館 施 設 整 備 事 業 1,300

公 民 館 空 調 整 備 事 業 200

図 書 館 シ ス テ ム 更 新 事 業 45,400

学 校 給 食 セ ン タ ー 空 調 整 備 事 業 800

普 通 貸 借
又 は

 証 券 発 行

第 ４ 表　　地　　方　　債

起　　債　　の　　目　　的 限　　度　　額 起 債 の 方 法 利　　　　　率 償　　還　　の　　方　　法

（ただし、利率見直し方式で借入れる
資金について、利率の見直しを行った後
においては、当該見直し後の利率）

年 ５．０％ 以内 政府資金についてはその融資条件により、
銀行その他の場合はその債権者と協定した融
資条件による。

ただし、市財政の都合により据置期間を短
縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換え
ることができる。

千円
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令　和　８　年　度

羽 生 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 書
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議 案 第　３　号

令和８年度　羽生市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、５，７４４，３８１千円と定める。

　２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表　歳入歳出予算｣による。

（一時借入金）

第２条

（歳出予算の流用）

第３条

令和 ８ 年 ２ 月 ２４ 日　提出

　埼玉県羽生市長　　河　田　晃　明　　　

令和８年度　羽生市国民健康保険特別会計予算

　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００千円と定める。

　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給

付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。
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第１表　歳入歳出予算

　歳　入 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

  1 国民健康保険税 １，０３２，３９９

  1 国民健康保険税 １，０３２，３９９

  2 国庫支出金 １

  1 国庫補助金 １

  3 県支出金 ４，１３２，２９１

  1 県補助金 ４，１３２，２９０

  2 財政安定化基金交付金 １

  4 財産収入 ２５２

  1 財産運用収入 ２５２

  5 寄附金 １

  1 寄附金 １

  6 繰入金 ４１７，１６７

  1 他会計繰入金 ３６７，１６７

  2 基金繰入金 ５０，０００

  7 繰越金 １５４，４４６

  1 繰越金 １５４，４４６

  8 諸収入 ７，８２４

  1 延滞金、加算金及び過料 ５，００１

  2 預金利子 ２５２

  3 貸付金元金収入 ５７０

  4 雑入 ２，００１

歳         入         合         計 ５，７４４，３８１
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　歳　出 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

  1 総務費 ９９，０９４

  1 総務管理費 ８７，１４４

  2 徴税費 １１，６４６

  3 運営協議会費 ３０４

  2 保険給付費 ４，０８８，６９８

  1 療養諸費 ３，５４８，１４４

  2 高額療養費 ５２０，５２６

  3 移送費 ２０

  4 出産育児諸費 １５，００７

  5 葬祭諸費 ５，０００

  6 傷病手当諸費 １

  3 国民健康保険事業費納付金 １，４２８，２９６

  1 医療給付費分 ９５１，４６０

  2 後期高齢者支援金等分 ３３６，７８３

  3 介護納付金分 １０５，７１０

  4 子ども・子育て支援納付金分 ３４，３４３

  4 保健事業費 ７０，９３０

  1 保健事業費 １９，０６４

  2 特定健康診査等事業費 ５１，８６６

  5 基金積立金 ２５２

  1 基金積立金 ２５２

  6 公債費 １０

  1 公債費 １０
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（単位：千円）

款 項 金　　　　　額

  7 諸支出金 ５４，１０１

  1 償還金及び還付加算金 ５４，１００

  2 延滞金 １

  8 予備費 ３，０００

  1 予備費 ３，０００

歳         出         合         計 ５，７４４，３８１
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令　和　８　年　度

羽生市中小企業従業員退職金等共済事業特別会計予算書
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議 案 第　４　号

令和８年度　羽生市中小企業従業員退職金等共済事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、８４，５２９千円と定める。

　２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表　歳入歳出予算｣による。

令和 ８ 年 ２ 月 ２４ 日　提出

令和８年度　羽生市中小企業従業員退職金等共済事業特別会計予算

　埼玉県羽生市長　　河　田　晃　明　　　
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第１表　歳入歳出予算

　歳　入 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

  1 共済掛金収入 １５，３４８

  1 共済掛金収入 １５，３４８

  2 繰入金 ６６，０８１

  1 一般会計繰入金 ６，０８１

  2 基金繰入金 ６０，０００

  3 財産収入 ２，６００

  1 財産運用収入 ２，６００

  4 繰越金 ４９９

  1 繰越金 ４９９

  5 諸収入 １

  1 雑入 １

歳         入         合         計 ８４，５２９
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　歳　出 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

  1 総務費 ６，０８１

  1 総務管理費 ６，０８１

  2 事業費 ７７，９４８

  1 共済費 ７７，９４８

  3 予備費 ５００

  1 予備費 ５００

歳         出         合         計 ８４，５２９
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令　和　８　年　度

羽 生 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書
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議 案 第　５　号

令和８年度　羽生市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、５，６６４，２８９千円と定める。

　２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表　歳入歳出予算｣による。

（一時借入金）

第２条

（歳出予算の流用）

第３条

令和 ８ 年 ２ 月 ２４ 日　提出

　埼玉県羽生市長　　河　田　晃　明　　　

令和８年度　羽生市介護保険特別会計予算

　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。

　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給

付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

―　21　―



第１表　歳入歳出予算

　歳　入 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

  1 介護保険料 １，２９４，０１１

  1 介護保険料 １，２９４，０１１

  2 国庫支出金 １，１５４，８５２

  1 国庫負担金 ９４１，４４０

  2 国庫補助金 ２１３，４１２

  3 支払基金交付金 １，４８５，６５６

  1 支払基金交付金 １，４８５，６５６

  4 県支出金 ８２８，３８３

  1 県負担金 ７９３，４１９

  2 県補助金 ３４，９６４

  5 財産収入 １４１

  1 財産運用収入 １４１

  6 繰入金 ８４３，８２８

  1 一般会計繰入金 ８２８，５２８

  2 基金繰入金 １５，３００

  7 繰越金 業費 ５７，４１１

  1 繰越金 ５７，４１１

  8 諸収入 ７

  1 延滞金、加算金及び過料 ２

  2 市預金利子 １

  3 雑入 ４

歳         入         合         計 ５，６６４，２８９
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　歳　出 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

  1 総務費 ５０，０４９

  1 総務管理費 １３，５４２

  2 徴収費 ８，３７２

  3 介護認定審査会費 ２８，１３５

  2 保険給付費 ５，３３８，０１０

  1 介護サービス等諸費 ４，９６５，０８８

  2 介護予防サービス等諸費 ９０，４９１

  3 高額介護サービス等費 １３２，３５８

  4 高額医療合算介護サービス等費 １６，１５８

  5 特定入所者介護サービス等費 １３０，９６３

  6 審査支払手数料 ２，９５２

  3 基金積立金 １４１

  1 基金積立金 １４１

  4 地域支援事業費 ２６３，６７４

  1 介護予防・生活支援サービス事業費 １４９，０３４

  2 一般介護予防事業費 １５，０６９

  3 包括的支援事業費・任意事業費 ９９，２７２

  4 審査支払手数料 ２９９

  5 諸支出金 ２，４１４

  1 償還金及び還付加算金 ２，４１４

  6 公債費 １

  1 公債費 １

  7 予備費 １０，０００

  1 予備費 １０，０００

歳         出         合         計 ５，６６４，２８９
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令　和　８　年　度

羽 生 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 書
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議 案 第　６　号

令和８年度　羽生市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、１，６３８，２４５千円と定める。

　２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表　歳入歳出予算｣による。

令和 ８ 年 ２ 月 ２４ 日　提出

令和８年度　羽生市後期高齢者医療特別会計予算

　埼玉県羽生市長　　河　田　晃　明　　　
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第１表　歳入歳出予算

　歳　入 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

  1 後期高齢者医療保険料 ７６５，５０５

  1 後期高齢者医療保険料 ７６５，５０５

  2 寄附金 １

  1 寄附金 １

  3 繰入金 ８６３，８６５

  1 一般会計繰入金 ８６３，８６５

  4 諸収入 ５，８７６

  1 延滞金加算金及び過料 ２

  2 償還金及び還付加算金 １，０２０

  3 広域連合補助金 ４，８５３

  4 雑入 １

  5 繰越金 ２，９９８

  1 繰越金 ２，９９８

歳         入         合         計 １，６３８，２４５
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　歳　出 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

  1 総務費 ９，６７５

  1 総務管理費 ４，６６２

  2 徴収費 ５，０１３

  2 後期高齢者医療広域連合納付金 １，５７７，２２９

  1 後期高齢者医療広域連合納付金 １，５７７，２２９

  3 保健事業費 ４７，３２１

  1 保健事業費 ４７，３２１

  4 諸支出金 １，０２０

  1 償還金、還付金及び還付加算金 １，０２０

  5 予備費 ３，０００

  1 予備費 ３，０００

歳         出         合         計 １，６３８，２４５
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